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令和８年度　事業計画

転換
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（視察先候補：Ｊ-ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス㈱　橘湾火力運営事業所）
④先進企業視察
⑤政策提言勉強会
　ア．工業団地の整備
　イ．大学誘致
⑥部会員増強
⑦ＤＸ先進事例視察研修会
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（５）社会インフラ整備委員会
　　①防災ＤＸについての調査研究
　　②ＧＸ・脱炭素事業およびＡＩについての調査研究
　　③流域治水を織り込んだ那賀川水系河川整備計画の調査研究
　　④都市計画見直しについての調査研究
　　⑤高規格道路整備促進についての調査研究

（６）中小企業振興委員会
　　①エコノミックガーデニング阿南の推進
　　②阿南市中小企業振興基本条例審議会への参加
　　③実務者会議(振興会議・円卓会議)の推進と開催
　　④中小企業振興基本条例の阿南市への提言及び請願
　　⑤中小企業振興基本条例勉強会の開催／年１回
　　⑥各地中小企業振興基本条例の視察調査研究／年１回
　　⑦雇用難での人材採用活動の調査研究

４．阿南市生活応援商品券事業
　食料品等の価格高騰の影響を受ける市民の皆様を支援するため、国の物価高騰対応重点支
援地方創生臨時交付金を活用して阿南市が市民へ商品券を配布。また、多くの市民に利用い
ただくことで、市内の事業者を支援する。
　阿南市と協同し、生活者支援と地域経済の活性化を一体的に進め、経済的な相乗効果の創
出を図る。

５．地場企業の経営安定と地域産業の振興事業
　市内商工業の経営上の諸問題について対応するために、相談・指導機能の充実・強化を図
り、市内商工業の経営安定に努める。
（１）デジタル化・ＤＸ推進支援事業
（２）パートナーシップ構築宣言の推進
（３）ＳＤＧｓ経営支援事業
（４）健康経営の普及推進事業
（５）経営発達支援計画の推進
（６）働き方改革への対応支援事業
（７）合同企業説明会・就職相談会等の雇用対策支援事業
（８）事業承継支援事業
（９）ＢＣＰ（事業継続計画）及びＢＣＭ（事業継続マネジメント）策作成支援・
　　　ＢＣＭＳ（事業継続マネジメントシステム）構築支援
（10）経営安定特別相談室に関する相談指導事業
（11）マル経資金他各種融資制度の活用相談指導事業
（12）経理・税務相談指導事業
（13）消費税インボイス制度対策事業
（14）経営相談・コンピューター経営診断事業の充実

－6－



－7－



－8－



　刻々と変化する時流に対応し、的確なサービスを会員に提供できるよう、各種研修の実施
や日本商工会議所をはじめとする各団体で開催される研修会等へ積極的に参加することで職
員のスキルアップ・資質向上を図るとともに、心身のヘルスケアの推進など職場環境を整え
る。

－9－



令和８年度　中小企業相談所事業計画

Ⅰ．基本方針
　国の中小企業・小規模事業者等への基本的な課題認識と対応の方向性は、
（１）労働供給制約をはじめ、物価高、米国関税など厳しい経営環境に直面する中小企業・
小規模事業者における賃上げ環境整備に向けて、官公需も含めた価格転嫁・取引適正化
の更なる徹底、企業の事業規模や成長ステージに応じた企業成長や生産性向上に係る支
援を行うとともに、早期の経営改善・事業再生や事業承継・Ｍ＆Ａによる事業再編促
進、伴走支援体制の強化などを実施

（２）小規模事業者の活性化や社会課題解決に向けた地域における取組に対しても、引き続
き支援

（３）一連の施策に加えて、重点支援地方交付金の活用を推奨
　と示されております。
　上記を踏まえ、中小企業相談所では、管内中小企業・小規模事業者からの経営相談に応対
するほか、国の中小企業施策の一つである「経営改善普及事業・経営発達支援事業」を推進
し、市内商工業者（主に小規模事業者）や開業希望者の課題に対し、国等の各種支援制度を
活用した相談や指導機能の充実・強化を図るほか、他の支援機関・各種専門家・金融機関等
と連携し、市内商工業者の経営安定・発展に寄与できるよう伴走支援に取り組みます。

Ⅱ．取組みと具体的事業
１．事業環境変化対応型支援事業
　賃上げ（最低賃金引上げ）・エネルギー価格高騰やその他の物価高騰・省力化（人手不足
対応）・デジタル化・インボイス制度・電子帳簿保存法・関税問題・新型コロナウイルスの
感染症の影響等といった事業環境変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者からの経
営相談や各種申請等のサポート対応等を行うため、専門相談員等の配置による相談対応や、
講習会の開催による周知・広報を通じて事業者支援を実施する。
（１）講習会の開催
　　　事業計画書作成・デジタル化・価格転嫁対策等に関し、専門家による講習会の実施。
（２）専門家との個別相談
　　①中小企業診断士：経営の見直し、事業計画作成、資金繰り、デジタル化など
　　②社会保険労務士：賃金引上げへの対応と支援策など
　　③税理士：インボイス制度への対応など
（３）資金繰り支援事業
　　　日本公庫：経営改善貸付・普通貸付や特別貸付制度の推薦・斡旋の他、「賃上げ貸付
　　　　　　　　利率特例制度」等各種制度の紹介など。
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　エネルギーコスト削減に向けた「省エネ最適化診断」、中小企業成長加速化補助金、
事業承継・Ｍ＆Ａ補助金、新事業進出・ものづくり補助金、デジタル化・ＡＩ導入補助
金、省力化補助金、中堅等大規模成長投資補助金などは窓口紹介を行い、新たな支援策
が発表された場合は、随時会報掲載や経営相談時に情報提供を行う。

　管内小規模事業者の持続発達を目的に、小規模事業者の経営状況の分析、事業計画の策
定・実施、地域経済動向調査、商談会等への参加を支援する計画を取り纏めた、第２期「経
営発達支援計画」が令和８年３月２５日に四国経済産業局より認定を受けた。
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（３）法定経営指導員の関与
　経営発達支援事業の立案実施に当たっては法定指導員が担うことになっており、実
施するための知識・コミュニケーション能力を高めるため、各種講習会等に積極的に
参加し経営指導の能力を高めていく。

３．金融相談指導事業
　企業の資金繰りに関し、金融相談事業として、具体的には、小規模事業者経営改善資金
（マル経資金）をはじめ、県・市・日本政策金融公庫等の各種金融制度の利用斡旋を通じ、
金融面から市内企業の経営安定化を支援する。特に、企業経営上、資金繰り対応の必要度が
高い、７月・１１月に日本政策金融公庫の貸付スピード化を目的に「一日公庫」を実施し、
各企業の資金繰り緩和対応を支援する。
（１）小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経資金）の調査実施及び審査会の開催
（２）小規模事業者以外でも申込できる普通貸付制度など各種制度融資の利用斡旋
　　　（国・県・政府系金融機関の貸付制度を活用した長期・低金利融資の斡旋）
（３）日本政策金融公庫「一日公庫」の開催

４．経営安定特別相談事業
　経営上の様々な悩みを解決するため、経営安定特別相談室を設置し、商工調停士、専門ス
タッフ（弁護士等）により、相談希望のある事業所に対し、企業防衛や経営安定・改善や、
円滑な廃業のための個別相談指導を行うと共に、市内中小企業・小規模事業者を対象とした
倒産防止対策、経営安定等に関する講習会を実施する。
（１）経営安定特別相談室を設置し、商工調停士、弁護士等による経営安定・企業防衛に関
　　する専門的相談指導の実施
（２）労働力不足等に対応するため、賃金引上げ相談や価格交渉、取引環境改善のための専
　　門機関の紹介 働き方改革推進支援センター・取引駆け込み寺事業（旧下請け駆け込み
　　寺事業）・価格転嫁サポート窓口など
（３）倒産防止対策・経営安定、改善のための講習会の開催
（４）経営分析・長期経営計画策定・経営情報提供及び経営計画策定セミナーの実施
（５）経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）制度の加入促進と融資制度の周知
（６）徳島県知事が指定した倒産企業に債権を有する場合の「経済変動対策資金」の推薦
（７）企業経理担当者の育成講座開催
（８）事業再生支援事業
　　　事業の収益性や将来性などはあるが財務上の問題を抱えている企業に対して、資金繰
　　りなど早期の経営改善が必要な場合や、金融機関との調整を含めた再生計画の策定が必
　　要な場合は、「徳島県中小企業活性化協議会」と連携し、中小企業が健全な経営を図れ
　　る支援事業を行う。

５．記帳・税務指導に関する事業
　個人事業主を対象に、日常取引の記帳から決算・申告まで継続して支援し、特に、記帳の
コンピューター化が図れるよう相談体制を確立する。また、所得の増加などにより「法人な

－12－



　経営者の高齢化が進む一方で、後継者不在による廃業が増加している。この問題は個々の
企業の事情にとどまらず、日本社会全体の人口構造の変化に起因する構造的課題である。さ
らに、中小企業は地域雇用や産業基盤を支える存在であり、廃業は地域経済の縮小やコミュ
ニティーの衰退につながる。加えて、長年培われた技術や技能が承継されず失われること
は、社会的損失でもある。以上のように、事業承継は企業内部の問題ではなく、社会構造の
変化と密接に関連する課題である。こうした背景のもと、事業承継について支援を行う。
（１）「徳島県事業承継・引継支援センター」との共催によりセミナーや個別相談会を開催

－13－



委託

　そこで、県内では徳島商工会議所が取り纏め団体となる、大阪商工会議所が提供して
いる「見守り」「相談窓口」「駆け付け」「保険」など中小企業のセキュリティ対策に不
可欠なサービスをワンパッケージで提供する事業の周知を行う。
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（２）専門家による「最低賃金引上げ」等、就業規則の見直しなどの個別案件に関して専門
　　家の斡旋

　産業廃棄物処理に関する法律及び容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律）、家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の法内容
並びに、改正内容の周知をはじめ、対象企業に対し、企業責務を果たすための相談・指導を
行う。

　現在の円安は、輸出を始める観点からは好機でもある。この機を逃さず、これまで輸出し
たことがない企業でも、準備や商談等を速やかに進められるよう支援する経産省、中企庁、
ジェトロ及び中小機構が創設した「新規輸出１万社支援プログラム」が策定された。そこ
で、管内事業所で海外と取引を希望する事業者を「中小機構」に取り次ぐ。

－15－



　まちゼミ参加店舗の紹介ポスターを制作し、店主の根底にある「人と成り」やユニー
クさや歴史の重みなど地域商業者ならではの魅力を再発見し、店主の意識改革と意欲の
向上につなげる。
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令和８年度　収支予算書総括表
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一時借入金の最高限度額

一時借入金の最高限度額は１，５００万円とする。

取 引 銀 行 指 定

阿南信用金庫
阿波銀行
徳島大正銀行
四国銀行
ゆうちょ銀行
徳島県農業協同組合
東とくしま農業協同組合
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